
 

  
 
 
 
 
 

兵庫県中小企業等原油価格・物価高騰対策一時支援金 

 

主な支給要件 
次の要件をすべて満たす者 
１．次のアまたはイを満たすこと 

ア 国の事業復活支援金を受給していること 
（対象月：令和 3 年 11 月分から令和 4 年 3 月分までのいずれかの月） 

イ 兵庫県の経営円滑化貸付（原油価格高騰、原材料価格高騰）を借り受けていること 
※金銭消費貸借契約を締結した段階から対象 

２．次の所在地・住所地が国の事業復活支援金対象月末日に兵庫県内にあること 
ア 中小法人等にあっては、法人の本店の所在地 
イ 個人事業主にあっては、事業主本人の住所地 

３．令和 3 年 11 月以降の燃料費、光熱水費及び原材料価格高騰の影響を受けていること 
４．事業継続に向けた取組みを行っている、又はその意思があること 
 
支給額 
①事業復活支援金(国制度)の受給者のうち、売上高の減少率が 50％以上の者 

中小法人等：30 万円 個人事業主：15 万円 
②事業復活支援金(国制度)の受給者のうち、売上高の減少率が 30％以上 50％未満の者 

中小法人等：20 万円 個人事業主：10 万円 
 
申請期間・申請方法 
令和 4 年 7 月 15 日（金曜日）から令和 4 年 9 月 30 日（金曜日）まで（消印有効） 
ただし、予算額に達すれば募集を締め切ります 
以下の URL から原則オンラインにて受け付けます 
 
お問い合わせ先 
兵庫県中小企業等一時支援金事務局コールセンター 
電話：０５０ｰ８８８２ｰ９４４０ 
開設時間：午前 9 時から午後 5 時（土日祝日を除く） 
 
参考ホームページ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/shienkin2207.html 
 

事業者に対するコロナ関連の支援制度は国が主に行っていますが、都道府
県や市町村などの地方自治体でも独自の支援制度があります。 

今回記載の兵庫県と姫路市以外にも支援制度を準備している自治体（たつ
の市：がんばる事業者復活応援金給付事業など）もあるようなので、皆様の
住居や事業所の所在地の自治体ホームページなどでもご確認下さい。 

なお、自治体独自の支援制度は予算の関係上、申込期間内に終了する可能
性もありますので、制度の利用を検討する方はお早めに申請するようにして
下さい。 



  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
濱田会計事務所 
〒670-0053 
兵庫県姫路市南車崎 2 丁目４－１３ 
TEL：079-229-9041 
Fax：079-229-9049 
E-Mail：info@hamadakaikei.jp 
URL：http://hamadakaikei.jp 
 

会社のこと、事業のこと、 
相続のこと・・・ 
一緒に考えましょう！        

 

姫路市中小企業等事業復活支援金 

補助対象事業者 
１．姫路市内に登記上の本社所在地を有する中小法人等又は住所地を有する個人事業主であること 
２．中小企業庁が実施した事業復活支援金の受給事業者であること 
３．飲食店等については、兵庫県の「新型コロナ対策適正店認証制度」による認証を受けていること 

(飲食店等とは、飲食店・喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている施設の
ことをいい、テイクアウト・宅配のみの営業形態の店舗を除きます) 

４．本制度の申請時において、事業を継続していること 
５．政治団体や宗教法人などでないこと 
６．姫路市中小企業等一時支援金の受給事業者でないこと 
 
支給額（1 事業者あたり） 
中小法人等 250,000 円 
個人事業主 150,000 円 
受付期間 
令和 4 年 8 月 19 日（金曜日）から令和 4 年 9 月 20 日（火曜日） 
予算に達し次第受付は終了します 
申請方法 
オンライン申請（原則）又は郵送による申請 
交付時期 
令和 4 年 9 月中旬以降 
その他 
姫路市中小企業等事業復活支援金募集要項は、8 月上旬に市ホームページに掲載を予定しています 
 
問い合わせ先（提出先） 
〒670-8501 姫路市安田四丁目 1 番地 
姫路市中小企業等事業復活支援金事務局（姫路市産業振興課内） 
コールセンター電話番号 050-5443-6111 
 

事務所からのお知らせ 
 

【最近の動画】 
・マイナポイントを申請しよう   
 

Twitter 始めました ＠hamadakaikei 
リアルタイムでの情報発信や個人的な事などもたま
につぶやいたりしています。 
 

「夏期休暇のご案内」 
誠に勝手ながら下記の通り夏期休暇を頂きます。 

令和４年 8 月 13 日(土)～令和４年 8 月 1６日(火) 

尚、お急ぎの御用件がありましたらお電話下さい。 
 


